
第99回定時株主総会招集ご通知に際しての
インターネット開示事項

連結計算書類の連結注記表
計算書類の個別注記表

（2021年４月１日から2022年３月31日まで）

連結計算書類の「連結注記表」および計算書類の「個別注記表」
につきましては、法令および当社定款第15条の規定に基づき、
インターネット上の当社ウェブサイト
（https://www.keihanshin.co.jp/ir/stockinfo/gm/）
に掲載することにより、株主の皆様に提供しております。
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連 結 注 記 表

１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
（1）連結の範囲に関する事項

連結子会社は京阪神建築サービス株式会社の１社であり、非連結子会社はありません。
（2）会計方針に関する事項
① 重要な資産の評価基準及び評価方法
有価証券
満期保有目的の債券………償却原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの

………時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法によ
り算定)

市場価格のない株式等
………移動平均法による原価法

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法
有 形 固 定 資 産………定額法
無 形 固 定 資 産………定額法

③ 重要な引当金の計上基準
貸 倒 引 当 金………一般債権については貸倒実績率法により、貸倒懸念債権及び破産更生債

権は財務内容評価法によっております。
当連結会計年度においては該当がないため計上しておりません。

賞 与 引 当 金………従業員の賞与支給に充てるため、前連結会計年度の支給実績を勘案して
当連結会計年度の負担すべき支給見込額を計上しております。
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④ 重要な収益及び費用の計上基準
当社グループは、顧客との契約から生じる収益について、以下の５つのステップを適用することにより

収益を認識しております。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
当社グループの主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益

を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
（イ）賃貸物件の使用に関連して生ずる電気料等

顧客（賃貸物件のテナント）が使用する電力使用量等について、当該電力等を使用した時点で当該電
力財に対する支配が顧客に移転したと判断し、契約に示されている対価（従量料金）に基づいて収益を
認識し、月次で対価を請求しております。
履行義務の対価は、履行義務を充足してから概ね１ヵ月以内に受領しており、重要な金融要素は含ま
れておりません。

（ロ）ウインズビルのうち他社との共同事業
ウインズビルのうち他社との共同事業について、契約に基づくサービスを顧客に移転することによっ
て当社グループが履行義務を充足するにつれて、契約に示されている対価に基づいて収益を認識してお
ります。
履行義務の対価は、当月分を前月末に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。

（ハ）ビル管理業務
顧客（賃貸物件のテナント）に対するビル管理業務について、ビル管理業務に係るサービスを顧客に
移転することによって当社グループが履行義務を充足するにつれて、契約に示されている対価に基づい
て収益を認識し、月次で対価を請求しております。
履行義務の対価は、履行義務を充足してから概ね１ヵ月以内に受領しており、重要な金融要素は含ま
れておりません。

⑤ その他連結計算書類の作成のための重要な事項
退職給付に係る会計処理の方法

………当社グループは退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給
付に係る期末自己都合要支給額等を退職給付債務とする方法を用いた簡
便法を適用しております。

控除対象外消費税等の会計処理の方法
………資産に係る控除対象外消費税等は、発生年度の費用として処理しており

ます。
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２．会計方針の変更に関する注記
（1）収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい
う。）等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該
財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。なお、収益認識会
計基準等の適用による連結計算書類に与える影響はありません。
また、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、
当連結会計年度より「売掛金」に表示しております。
（2）時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」と
いう。）等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」
（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等
が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、連結計算書類に与える影響
はありません。
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３．会計上の見積りに関する注記
固定資産の減損
（1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額 ―千円
（2）その他の情報

当社グループは、固定資産の減損に係る回収可能性の評価にあたり、個別賃貸物件ごとに最小の単
位で資産のグルーピングを行い、減損の兆候が生じた場合に、当該不動産について減損の認識・測定
を行い、減損を認識する必要がある資産について、固定資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、
当該減少額を減損損失として計上しております。
固定資産の回収可能価額については、将来キャッシュ・フローの総額、割引率、正味売却価額等の

前提条件に基づき算定しているため、不動産賃貸市況の変化等が生じた場合、将来キャッシュ・フロ
ーの総額の前提条件が変動することにより、固定資産の減損を実施し当社グループの業績を悪化させ
る可能性があります。

４．連結貸借対照表に関する注記
（1）有形固定資産の減価償却累計額 44,973,364千円
（2）土地の再評価

土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行
い、当該再評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控
除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
（再評価の方法）
土地の再評価に関する法律施行令(平成10年３月31日公布政令第119号）第2条第3号に定める固定資産
税評価額に合理的な調整を行って算定する方法により算出
（再評価を行った年月日）
2002年３月31日
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５．連結株主資本等変動計算書に関する注記
（1）当連結会計年度末の発行済株式の種類及び株式数

普通株式 50,309,498株
（2）当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項
① 配当金支払額

決 議 株式の種類 配当金の
総額(千円)

１株当たり
配当額(円) 基準日 効力発生日

2021年６月18日
定時株主総会 普通株式 904,810 17.50 2021年３月31日 2021年６月21日
2021年10月22日
取締役会 普通株式 777,292 15.50 2021年９月30日 2021年12月３日

計
② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

2022年６月21日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案し
ております。
（イ）配当金の総額 1,028,028千円
（ロ）１株当たり配当額 20.50円
（ハ）基準日 2022年３月31日
（ニ）効力発生日 2022年６月22日
なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。

（3）当連結会計年度末の新株予約権(権利行使期間の初日が到来していないものを除く)の目的となる株式の種
類及び数
普通株式 177,100株
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６．金融商品に関する注記
（1）金融商品の状況に関する事項

当社グループは、資金運用については安全性の高い流動的な金融資産等に限定し、また、資金調達につい
ては金融機関借入及び社債発行によることとしております。デリバティブは、一部の長期借入金に限り、金
利変動リスクを回避するために利用することとし、投機的な取引は行わない方針としております。
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、取引先ごとに期日管理を行っており

ます。また、当社グループの主な事業である不動産賃貸事業は、事業の性格上、大半の取引先から翌月分の
賃料を当月末までに前受けしており、また賃料の数ヶ月分に当たる敷金及び保証金を差入いただいておりま
すので、その分担保されております。
投資有価証券は主として上場株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、業務上の関係を

有する企業の株式であり、定期的に株式の保有効果を取締役会において検証しております。
営業債務である買掛金は、１年以内を支払期日としております。
社債は主として設備投資に係る資金調達であり、償還期間は10年、15年と20年であります。
借入金につきましては、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金（借入期間は７年

から15年）は主に設備投資に係る資金調達であります。長期借入金は原則として固定金利により調達してお
ります。

（2）金融商品の時価等に関する事項
2022年３月31日（当連結会計年度の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差
額については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等（連結貸借対照表計上額343,091千
円）は「その他有価証券」には含めておりません。
また、「現金及び預金」、「売掛金」、「買掛金」、「短期借入金」については、現金であること、及び短期間で
決済されるため、時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

連結貸借対照表
計上額(千円) 時価(千円) 差額(千円)

(1)投資有価証券
その他有価証券 9,432,637 9,432,637 －

(2)敷金及び保証金 2,193,581 1,514,965 △678,616
資産計 11,626,219 10,947,602 △678,616

(1)社債 45,000,000 43,734,588 △1,265,411
(2)長期借入金
（１年内返済予定含む） 17,359,950 17,268,644 △91,305

(3)長期預り敷金保証金 7,866,045 7,302,667 △563,377
負債計 70,225,995 68,305,900 △1,920,094
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（3）金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル

に分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時

価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算

定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定された時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれ
ぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

① 時価をもって連結貸借対照表に計上している金融商品

区分
時価(千円)

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券
その他有価証券 9,432,637 － － 9,432,637
資産計 9,432,637 － － 9,432,637

② 時価をもって連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

区分
時価(千円)

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
敷金及び保証金 － － 1,514,965 1,514,965

資産計 － － 1,514,965 1,514,965
社債 － 43,734,588 － 43,734,588
長期借入金
(１年内返済予定含む) － 17,268,644 － 17,268,644

長期預り敷金保証金 － － 7,302,667 7,302,667
負債計 － 61,003,233 7,302,667 68,305,900
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（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
１．投資有価証券

債券は取引市場の価格に、上場株式は金融商品取引所の価格によって評価しております。こ
れらは活発な市場で取引されているため、その時価をレベル１の時価に分類しております。

２．敷金及び保証金
これらの時価は、事業計画等を勘案して合理的に見積もった将来キャッシュ・フローと国債

（主として超長期国債）の利回りで割り引いた現在価値等によって算定しており、レベル３の時
価に分類しております。

３．社債及び長期借入金（１年内返済予定含む）
これらの時価について、元利金の合計額を新規発行及び新規借り入れを行った場合に想定さ

れる利率で割り引いて現在価値を算定しており、レベル２の時価に分類しております。
４．長期預り敷金保証金

これらの時価は、過去実績やテナントの状況等を勘案して合理的に見積もった将来キャッシ
ュ・フローと国債の利回りに信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値等によって算定
しており、レベル３の時価に分類しております。
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７．賃貸等不動産に関する注記
（1）賃貸等不動産の状況に関する事項

当社グループでは、大阪府その他の地域において賃貸用の不動産を有しております。2022年３月期にお
ける当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は6,664,485千円（賃貸収益は売上高に、賃貸費用は売上原価に計
上）であります。

（2）賃貸等不動産の時価に関する事項
当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額及び時価は次のとおりであります。

連結貸借対照表計上額 時 価
125,065,355千円 204,320,000千円

（注）1. 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
2. 連結計算書類提出会社本社に係る有形固定資産残高は、上記の表には含めておりません。
3. 当連結会計年度末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づき、社外の不動産鑑定士
が算定した金額であります。

８．収益認識に関する注記
（1）収益の分解 （単位：千円)

オフィス
ビル事業

データセンター
ビル事業

ウインズ
ビル事業

商業施設・
物流倉庫事業 合計

顧客との契約から
生じる収益 230,511 4,050,223 1,835,770 18,562 6,135,067

その他の収益（注） 4,056,365 5,022,779 1,637,230 964,326 11,680,701

外部顧客への売上高 4,286,876 9,073,002 3,473,000 982,889 17,815,768
(注) その他の収益には、「リース取引に関する会計基準」に基づく不動産賃貸収益が含まれております。

（2）収益を理解するための基礎となる情報
１．(2）会計方針に関する事項の④重要な収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
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９．１株当たり情報に関する注記
（1）１株当たり純資産額 1,403円66銭
（2）１株当たり当期純利益 102円34銭

10．その他の注記
資産除去債務に関する注記
（1）資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
① 当該資産除去債務の概要
事業用定期借地契約に伴う原状回復義務であります。

② 当該資産除去債務の金額の算定方法
契約に基づく残存年数を使用見込期間と見積もり、割引率は0.326%を使用して資産除去債務の金額を
計算しております。
③ 当該資産除去債務の総額の増減

期首残高 114,570千円
時の経過による調整額 373千円
期末残高 114,944千円

（2）連結貸借対照表に計上しているもの以外の資産除去債務
当社グループは、一部の借地について、不動産賃貸借契約に基づく退去時の原状回復に係る債務等を有し
ておりますが、当該債務に関連する賃借資産の使用期間が明確でなく、また、現時点において将来退去する
予定もないことから、資産除去債務を合理的に見積もることができません。そのため、当該債務に見合う資
産除去債務を計上しておりません。

11．記載金額は、５．(2)１株当たり配当額及び９．１株当たり情報に関する注記を除き千円未満を切り捨てて
表示しております。
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個 別 注 記 表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
（1）資産の評価基準及び評価方法

有価証券
満期保有目的の債券………償却原価法
子 会 社 株 式………移動平均法による原価法
そ の 他 有 価 証 券
市場価格のない株式等以外のもの

………時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法に
より算定)

市場価格のない株式等
………移動平均法による原価法

（2）固定資産の減価償却の方法
有 形 固 定 資 産………定額法
無 形 固 定 資 産………定額法

（3）引当金の計上基準
貸 倒 引 当 金………一般債権については貸倒実績率法により、貸倒懸念債権及び破産更生債

権は財務内容評価法によっております。
当事業年度においては該当がないため計上しておりません。

賞 与 引 当 金………従業員の賞与支給に充てるため、前事業年度の支給実績を勘案して当事
業年度の負担すべき支給見込額を計上しております。

退 職 給 付 引 当 金………従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及
び年金資産に基づき計上しております。
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（4）収益及び費用の計上基準
当社は、顧客との契約から生じる収益について、以下の５つのステップを適用することにより収益を認

識しております。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
当社の主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識

する通常の時点）は以下のとおりであります。
①賃貸物件の使用に関連して生ずる電気料等

顧客（賃貸物件のテナント）が使用する電力使用量等について、当該電力等を使用した時点で当該
電力財に対する支配が顧客に移転したと判断し、契約に示されている対価（従量料金）に基づいて収
益を認識し、月次で対価を請求しております。
履行義務の対価は、履行義務を充足してから概ね１ヵ月以内に受領しており、重要な金融要素は含
まれておりません。

②ウインズビルのうち他社との共同事業
ウインズビルのうち他社との共同事業について、契約に基づくサービスを顧客に移転することによ
って当社が履行義務を充足するにつれて、契約に示されている対価に基づいて収益を認識しておりま
す。
履行義務の対価は、当月分を前月末に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。

③ビル管理業務
顧客（賃貸物件のテナント）に対するビル管理業務について、ビル管理業務に係るサービスを顧客
に移転することによって当社が履行義務を充足するにつれて、契約に示されている対価に基づいて収
益を認識し、月次で対価を請求しております。
履行義務の対価は、履行義務を充足してから概ね１ヵ月以内に受領しており、重要な金融要素は含
まれておりません。

（5）その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
控除対象外消費税等の会計処理の方法

………資産に係る控除対象外消費税等は、発生年度の費用として処理しており
ます。
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２．会計方針の変更に関する注記
（1）収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい
う。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又
はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。なお、収益認識会計基
準等の適用による計算書類に与える影響はありません。
また、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当事業

年度より「売掛金」に表示しております。
（2）時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」と
いう。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企
業会計基準第10号 2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が
定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、計算書類に与える影響はあり
ません。
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３．会計上の見積りに関する注記
固定資産の減損
（1）当事業年度の計算書類に計上した金額 ―千円
（2）その他の情報

連結注記表「３．会計上の見積りに関する注記」の内容と同一であります。

４．貸借対照表に関する注記
（1）有形固定資産の減価償却累計額 44,973,364千円
（2）土地の再評価

土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行
い、当該再評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控
除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
（再評価の方法）
土地の再評価に関する法律施行令(平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第３号に定める固定資
産税評価額に合理的な調整を行って算定する方法により算出
（再評価を行った年月日）
2002年３月31日

５．損益計算書に関する注記
関係会社との取引高
売 上 高 960千円
売 上 原 価 1,017,626千円
営業取引以外の取引高 90,200千円

６．株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度末の発行済株式の種類及び株式数
普通株式 50,309,498株
当事業年度末の自己株式の種類及び株式数
普通株式 161,781株
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７．税効果会計に関する注記
（1）繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
減価償却費償却限度超過額 25,179千円
減損損失（長期前払費用） 545,713千円
減損損失（建物及び構築物他） 112,623千円
退職給付引当金 20,554千円
株式報酬費用 62,368千円
長期未払金（役員退職慰労金） 22,705千円
投資有価証券評価損 102,868千円
ゴルフ会員権 18,725千円
資産除去債務 35,172千円
未払事業税 38,341千円
未払不動産取得税 212,956千円
税務上の繰延資産 28,162千円
その他 15,507千円
繰延税金資産小計 1,240,880千円
評価性引当額 △354,524千円
繰延税金資産合計 886,355千円

繰延税金負債
固定資産圧縮積立金 △56,203千円
固定資産（資産除去債務部分） △28,473千円
その他有価証券評価差額金 △1,895,349千円
繰延税金負債合計 △1,980,025千円
繰延税金負債の純額 △1,093,669千円

再評価に係る繰延税金資産
土地再評価差額金 2,229,851千円
評価性引当額 △2,229,851千円
再評価に係る繰延税金資産合計 －千円

再評価に係る繰延税金負債
土地再評価差額金 △1,214,541千円
再評価に係る繰延税金負債合計 △1,214,541千円
再評価に係る繰延税金負債の純額 △1,214,541千円
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（2）法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であ

るため、注記を省略しております。

８．関連当事者との取引に関する注記
子会社

属性及び会社等の名称 議決権の所有
(被所有)割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

（千円） 科目 期末残高
（千円）

子会社
京阪神建築サービス株式会社

所有
直接100％

土地建物賃貸 賃料の受入 960 ― ―
保守管理仕入 保守管理費支払 1,017,626 ― ―
資金の受入 配当金の受取 80,000 ― ―
役務の提供 業務の受託 10,200 ― ―
役員の兼任

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等
1. 保守管理の仕入れに関しては、市場実勢を勘案して、価格交渉の上で決定しております。
2. 子会社は期末の剰余金の状況を勘案し、安定的かつ継続的に配当を実施する方針であります。
3. 取引金額には消費税等が含まれておりません。

９．収益認識に関する注記
収益を理解するための基礎となる情報
連結注記表に記載しているため、記載を省略しております。

10．１株当たり情報に関する注記
（1）１株当たり純資産額 1,396円38銭
（2）１株当たり当期純利益 101円50銭

11．その他の注記
資産除去債務に関する注記
連結注記表に記載しているため、記載を省略しております。

12. 記載金額は、10．１株当たり情報に関する注記を除き千円未満を切り捨てて表示しております。


